
平成１５年１０月２日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

テレビ受信用チューナー内蔵液晶ディスプレー 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 液晶方式のパソコン用ディスプレーであるが、本体にテレビ受信用チューナーを

内蔵しており、単独でテレビジョン受信機としての使用が可能なものである 

 

○構造、仕様、意匠 

 定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、約７０Ｗ 

 外観寸法：幅５３０㎜×奥行き２２５㎜×高さ３８０㎜ 

 重量：約８㎏ 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者 

  

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の「テレビジョン受信機」と

して取り扱う。 

 

（理由） 

 一般テレビジョン放送を受像できるものであることから、「テレビジョン受信

機」として取り扱うのが妥当と判断する。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象の判断 


